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公園内に犬を放さないでください。また、公園内のたき火は禁止です。ご協力ください。 ◆公園緑地課（�田 �内線２４３３）
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高齢者の状態に応じた
サービスが利用できます

地域支援事業一般高齢者施策
（元気な高齢者）

・相談や介護予防健診の結果により情報を提供
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・いきいきミニデイ
・福祉会館の健康体操
・スポーツセンターの
教室な

ど

地域支援事業 特定高齢者施策
（要支援・要介護になるおそれのある方）
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・運動器の機能向上
・口腔機能の向上
・栄養改善
・閉じこもり・うつ・認知症予防

利用できるサービスには上限があります

　予防給付や介護給
付で在宅サービスを
利用する場合は、要
介護状態区分別に１
か月に利用できる上
限額が決められてい
ます。利用者負担は
原則としてサービス
費用の１割です。

おもな在宅サービスの支給限度額

１か月の支給限度額要介護状態区分

 ４９,７００円要支援１

１０４,０００円要支援２

１６５,８００円要介護１

１９４,８００円要介護２

２６７,５００円要介護３

３０６,０００円要介護４

３５８,３００円要介護５

・介護予防健診の結果により利用を
勧奨
・地域包括支援センターによる利用
者への聞き取り
・介護予防サービス計画の作成
・地域支援事業の利用

・認定結果により利用
・地域包括支援センターによる
利用者･家族への聞き取り
・サービス担当者との話し合い
・介護予防サービス計画の作成
・介護予防サービスの利用

・認定結果により利用
・ケアマネジャーによる利
用者・家族への聞き取り

・サービス担当者との話し
合い

・介護サービス計画の作成
・介護サービスの利用

◆高齢者支援課介護相談係（�内線２３２５）…保谷庁舎
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通所介護（デイサービス）

　通所介護施設で、食事・入浴・機能訓練・レクリエーションなど
を日帰りで行います。

通所リハビリテーション(デイケア)

　介護老人保健施設や医療機関に通い、日帰りのリハビリを行
います。
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福祉用具貸与
特定福祉用具販売
住宅改修費支給

短期入所生活介護
短期入所療養介護
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認知症対応型共同生活介護（グループホ
ーム）
特定施設入居者生活介護
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
介護老人保健施設（老人保健施設）
介護療養型医療施設
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訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導

介護給付（要介護１～５の認定者）

予防給付（要支援１・要支援２の認定者）
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介護予防通所介護（デイサービス）

　通所介護施設で食事などの基本的サービスを行うほか、その
方の目標に合わせた選択的なサービスを行います。

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

　介護老人保健施設や医療機関に通い、食事などの基本的サー
ビスを行うほか、その方の目標に合わせた選択的なサービスを
行います。
○運動器の機能向上
　立ち上がりや歩行に必要な筋力をつけたり、転倒予防のため
の訓練を行います。
○栄養改善
　栄養士などが栄養バランスのとれた食事を指導します。
○口腔機能の向上
　歯科衛生士などが噛む・飲み込む能力や、歯・舌の汚れなど
をチェックして、必要な指導や訓練を行います。
○アクティビティ　
　集団で行うレクリエーションや、創作活動などの訓練を行い
ます。
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介護予防認知症対応型共同生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
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介護予防福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売
介護予防住宅改修費支給

介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
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介護予防訪問介護
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーシ
ョン
介護予防居宅療養管理指導


